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令和 ６年 ４月 １日号〈2024〉 

【発行】 高崎市中川公民館 

〒370-0071 高崎市小八木町 1117 

電話・ファクス：027-361-9460 

メール:nakagawa-kou@city.takasaki.gunma.jp 

『絵本の小箱』による 

ＱＲコード 

 新年度から中川公民館長が交代します 

平井節雄様の後任として、館長に
就任いたしました武井千春と申しま
す。 

正観寺町区長時代には中川区長
会はじめ各地域の皆様には大変お
世話になりありがとうございました。 

これからは館長として、皆様との
ふれ合い、出会いを大切に地域づく
りの拠点としての公民館を目指し活
動してまいりますので、皆様方の心
よりのご支援ご協力をお願い申し上
げます。 

皆さまとのふれ合い、 

出会いを大切

中川公民館長 

武井 千春 

平成２９年４月、公民館長就任以来７
年間在職いたしましたが、この度、３月
末日を持ちまして大役を終え、退任させ
ていただくことになりました。 

多くの方々と出会い、幸せな時間を
過ごさせていただきました。 

在任中は、区長様をはじめ、地域の
皆様、公民館利用の皆様に、ご支援と
ご協力に心から感謝申し上げます。 

最後になりますが、中川地区のます
ますの発展を祈念し、退任のあいさつと
させていただきます。７年間ありがとうご
ざいました。 

地域の方々のご協力に感謝 

前中川公民館長 

平井 節雄 

 

絵本の読み聞かせ 

毎月第２土曜日の午前１１時～ 

１１時３０分に、中川公民館読み聞か

せボランティア「絵本の小箱」による読

み聞かせを行っています。中川公民館に

は絵本から一般書・話題の新刊まで、約

５,９００冊の本があり、特に絵本のライ

ンナップは充実していて、約１,７００冊

の蔵書があります。子育て世代の交流・

こどもの遊び場としてもご利用くださ

い。 

多彩な絵本を取り揃えてお待ちしてお

ります。 

※毎年８月は、お休みさせていただいて

おります。 



 

 
 

 
５日(金)､１０日(水)、１２日(金)、１３日(土)､１７日(水)、１９日(金)、２４日(水)、２６日(金)  

 
 

 

 【水曜日】＝午後２時３０分～４時３０分 【金曜日】＝午後１時～５時 【第２土曜日】午前１０時～正午 

 

 

 
 

公民館図書の貸し出し 【会場】 ２階図書室 
 

読み聞かせ ４月 13 日(土) 
【会場】 2 階和室 
午前 11 時～11 時 30 分 

公民館の休館日 

昭和の日 ４月 29 日(月) 

 

皆さんもご一緒に「フラ」しませんか？ 体験・見学は自由です。 

詳しくは、中川公民館へ。 

【活動日】毎週、月曜日 

【時 間】午前１０時～正午 

【会員数】６人（女性６人） 【会 費】あり 
 

中川公民館だより（２０２４．４．１） 

中川グラウンドゴルフ大会 

  
 

  

【 中川公民館 利用案内 】 
中川公民館は、地域の活動拠点として皆様の自主的な学習や活動を支援しています。ぜひ、ご活用ください。 

■使用時間                      ■受付時間 

  午前９時から午後９時まで               平日の午前８時 30 分～午後５時 15 分まで 

■時間区分（準備・後片付け含む）           ■使用の制限（次の場合は使用できません） 

  ①午前９時から正午まで                ①もっぱら営利を目的とする行事を行うとき 

  ②午後１時から午後５時まで              ②特定の利害に関する政治的または宗教を行うとき 

  ③午後６時から午後９時まで              ③公の秩序又は善良な風俗を害する恐れのあるとき 

■休館日                         ④その他、公民館の管理上支障があると認めたとき 

  ・国民の祝日                     ⑤利用者３名以上でお願いします 

  ・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）        ■その他 

  ・その他、館長が必要と認めた日            「使用許可書」交付後でも、主催講座等で使用の 

■申込み                         中止をお願いすることがあります。 

  使用する日の属する月の前月の初日（土･日･祝日の 

  場合は翌平日）から申し込みできます。         お気軽にご相談ください。。。 

  公民館備え付けの使用申請書に記入し、使用の許可 

  を受けてください。 

  ※部屋の空き状況について、電話での確認も可能です。 


